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【本規程で使用する語句】 

本規程内で使用している語句の意味を以下に示す。 
語句 語句の意味 

被災県 災害により、大規模な被害を受けた県をいう。 
周辺応援県 被災県の支援物資物流、医療活動、被災者の救助、避難者の受け入れ、施

設の応急復旧などについて協力する被災県の周辺に位置する県をいう。 
被災県災害対策本部の物資チーム

（物資チーム） 
被災県の災害対策本部に設置される、支援物資物流に関わる業務全般を担

うチームをいう。 
物資チームは被災県の支援物資物流担当職員（被災県職員）、被災県内のト

ラック協会と倉庫協会からの派遣職員（トラック協会派遣職員、倉庫協会

派遣職員）と中部運輸局からの派遣職員（中部運輸局派遣職員）で構成す

る。 
また、周辺応援県に一次物資拠点が設置される場合は、上記職員の他に周

辺応援県の支援物資物流担当職員が加わる。 
周辺応援県応援本部の物資チーム

（応援物資チーム） 
周辺応援県の応援本部に設置される、支援物資物流に関わる業務全般を担

うチームをいう。 
応援物資チームは、周辺応援県の支援物資物流担当職員、トラック協会派

遣職員、倉庫協会派遣職員で構成される。 
民間物流事業者 トラック協会の会員企業、倉庫協会の会員企業および物流関連の指定公共

機関をいう。 
一次物資拠点候補施設（公的施設） 県の地域防災計画において広域物資拠点として指定されている、または「平

成２３年度東海地震等の想定地域における民間の施設・ノウハウを活用し

た災害に強い物流システムの構築に関する協議会」で選定した公共施設を

いう。 
一部の施設は、中部地方整備局の「広域防災拠点」にも選定されている。 

一次物資拠点候補施設（民間施設） 「平成２３年度東海地震等の想定地域における民間の施設・ノウハウを活

用した災害に強い物流システムの構築に関する協議会」で選定した９０箇

所の民間物流事業者が所有する倉庫やトラックターミナルなどの物流施設

をいう。 
一部の施設は、中部地方整備局の「広域防災拠点」にも選定されている。 

一次物資拠点 全国各地から輸送される支援物資を一次保管や、二次物資拠点や避難所に

輸送するための仕分けをする施設をいう。 
物資チームや応援物資チームが、災害発生時に一次物資拠点候補施設（公

的施設）と一次物資拠点候補施設（民間施設）から選定する。 
一次物資拠点の管理 物資チームや応援物資チームが一次物資拠点の選定を行い、開設、運営に

あたって、施設維持（改修）や電力等の確保を行い、一次物資拠点を円滑

に稼働させること。 
一次物資拠点の選定 災害発生時に立地地域や施設の被災状況、想定される支援物資量を踏まえ

て、物資チームや応援物資チームが一次物資拠点候補施設から一次物資拠

点として使用する施設を選ぶこと。 
一次物資拠点の開設 災害発生時に、一次物資拠点として選定した施設に対して、一次物資拠点

の運営要員や荷役に必要な資機材を準備し、施設を実際に一次物資拠点と

して稼働可能な状態にすること。 
一次物資拠点の運営 開設された一次物資拠点において、物資チームや応援物資チームからの指

示や支援のもと、物資保管、在庫管理、入庫作業（荷降し、検品）、出庫作

業（仕分け・荷積み）を行うこと。 
一次物資拠点の監督 物資チームや応援物資チームが一次物資拠点の施設維持（改修）や電力等

の確保を行い、一次物資拠点を円滑に稼働させること。 
中部地域 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋

賀県の９県をいう。これら９県に名古屋市を加えた９県１市では、「災害時

等の応援に関する協定」を締結している。 
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1. 総論 

1.1 はじめに 
災害発生時、特に災害が大規模な場合、全国からの支援物資が大量に調達され、被災地に届け

られる。支援物資の輸送に関しては、被災地の需要・要請に対応した調達、迅速な輸送、きめ細

やかな配送など多くの重要事項が含まれるが、その中でも、物資拠点における物資の効率的な管

理は、被災地の需要と調達側の供給のマッチングの点からも、調達から配送に至る一貫した支援

物資物流を適切に繋ぐ点からも特に重要となる。 
このような災害発生時の一貫した支援物資物流の中でも、大量の物資が集積する拠点における

物資の管理は支援物資の量的な、また品目上の需給の整合を左右する重要な事項である。緊急事

態下で物資を効率的に管理するためには、物資拠点の確保と立ち上げ、物資拠点における運営（保

管、仕分け、情報管理など）といったハード／ソフトの多岐にわたる事項が含まれるとともに、

それらを支える行政の体制、民間物流事業者との連携も重要となる。 
災害発生直後から、これらの事項を的確に遂行していくために、あらかじめ備えておくデータ、

災害発生時の行動方法などに関する項目を規定しておき、平常時における体制のメンテナンス、

災害発生時の行動に活かせるようにしておくことが重要である。 
本規程は、地域において災害応急対策を行う地方自治体が、災害発生時の物資拠点において支

援物資の管理を行うための項目を体系的に整理したものである。 
災害対応の組織体制や連絡方法などは地方自治体ごとに異なるが、支援物資の管理という点で

共通的に必要となる事項、標準化することによって効率が大きく向上する事項について、本規程

にまとめてあり、これらの事項に沿って具体的な行動などをまとめることにより、各地方自治体

におけるマニュアルを作成する際の参考となるものである。 
特に、東日本大震災のように広域的な災害発生により、一つの地方自治体のみでは支援物資を

輸送できない場合などを想定して、周辺応援県への一次物資拠点の設置の手順、応援する側の自

治体の役割、自治体を越えた広域的な支援物資物流の調整の役割を期待されている国土交通省中

部運輸局の役割を規定する。 
広域的な災害発生時の役割などの規定によって、被災地の地方自治体に限らず、被災地を応援

する地方自治体における物資拠点管理においても有用となる。 
個々の物資拠点管理については本規程を参考とするとともに、実際の災害に備えた支援物資管

理のあり方等について、国、地方自治体、民間物流事業者等が相互に連携し、具体の事態想定に

基づいた支援物資の輸送・管理、広域支援体制等について検討・訓練を重ねることが重要である。 
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1.2 適用範囲 
本規程は、災害発生時の支援物資物流における一次物資拠点を対象とし、「1）物資拠点の設置

およびそれに係る調整」および「2）物資拠点の運営・支援」を適用範囲とする。 
なお、物資拠点は都道府県等を単位とする一次物資拠点と、基礎自治体等を単位とする二次物

資拠点に分類される。 
本規程は主として一次物資拠点を対象として、一次物資拠点の管理に関する行動手順などを記

載しているが、そのほとんどの部分は二次物資拠点の管理にも適用可能なものである。（図 1-1 参

照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 本規程の取り扱う範囲 

 
災害発生時に速やかに一次物資拠点を管理するため事前に準備が必要な「事前対応」と、災害

発生時の支援物資物流を円滑に行うために必要な「災害時対応」に区分して示す。 
「事前対応」では、物資チームを中心とした一次物資拠点の管理のための関係機関とその関係

機関の役割を示す。 
また、一次物資拠点候補施設の更新方法について示すとともに、一次物資拠点の管理に関わる

協定の更新（または締結）について示す。 
「災害時対応」では、物資チームにおける一次物資拠点の管理のための機関別の役割、それら

のための関係機関間での情報伝達方法など災害発生時における一次物資拠点の管理の行動手順

について示す。 
さらに、中部の太平洋側沿岸部の地域においては、地震や津波により複数の県におよぶ大規模

な災害が想定されている。そのような中、これまでの取り組みや隣接する県の応援だけでは支援

物資物流が滞ることが予想される。 
そのため、全国からの支援や日本海側の港湾からの輸送など、広域的な支援物資物流の的確な

調整機能を有する国が、積極的に関与することが不可欠である。 
また、支援物資が滞ることなく、円滑に届けられるためには、大規模な災害を想定して準備す

ることはもちろん、たとえ被災範囲の狭い場合においても、大規模な災害と同じ行動をとること

本規程で示す範囲 

3)運行調整 3)運行調整

物資調達

物資供給
一次物資拠点

（Ａ県）
二次物資拠点

（Ｘ市）
支援物資
（各地）

避難所

避難所
一次物資拠点

（Ｂ県）
二次物資拠点

（Ｙ市）

4)輸送の実施 4)輸送の実施 4)輸送の実施

2)支援物資集積拠点
の運営・支援

1)支援物資集積拠点
の設置およびそれに

係る調整

2)支援物資集積拠点
の運営・支援

道路等の復旧状況 燃料供給 交通規制

3)運行調整

1)支援物資集積拠点
の設置およびそれに

係る調整

本規程が活用可能な範囲 
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が必要である。そのため、被災県内および周辺応援県における一次物資拠点の管理の各関係機関

の役割や行動手順ならびに広域的な物資支援のための国土交通省中部運輸局の役割を示す。 
県や全国各地からの支援物資を一次物資拠点に集積した上で、被災市町村の二次物資拠点を経

由し、被災者に届けるシステムを基本として、周辺応援県での一次物資拠点の設置イメージを図

1-2 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2 周辺応援県での一次物資拠点の設置イメージ 

 
災害発生後の混乱した状況下において、一次物資拠点を選定する際には、一次物資拠点候補施

設の被災状況の把握や必要な支援物資量や一次物資拠点の規模算定が必要となる。これらの状況

把握や規模算定をする際に、出来る限り容易に迅速かつ正確な作業が必要となる。 
さらに、被害が複数県に及ぶ大規模な災害が想定される中部地域では、支援要請は中部地域の

みでなく、全国に拡がることも考えられる。その結果、支援物資物流には多くの関係機関が関与

することになるため、関係機関の間での情報のやりとりには全国ベースの標準的なきまりが必要

となる。 
そこで、災害が発生した混乱状況の中でも、一次物資拠点の選定に必要な情報や全国的な物資

の調達や調達の要請に関する情報を容易に、迅速かつ正確に伝達するために、情報の共通化のた

めの方法を記載する。 
 
 

一次物資拠点

凡例

二次物資拠点

避難所

被災範囲

被災県外から
調達物資や備蓄物資

調達
物資

A県（周辺応援県） B県（被災県）周辺応援県の
一次物資拠点を活用
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2. 事前対応（被災県内での一次物資拠点） 

災害発生時に被災県内での一次物資拠点を速やかに選定・開設・運営するために、事前に関係

する機関間で決めるべき項目、共有する情報を明らかにする。さらに、対応が遅れている項目に

対しては早急に対応することにより備える。 
以下に事前対応として本規程に記載する項目を示す。 

①被災県内での一次物資拠点の選定・開設・運営に関係する機関とその役割について 

②情報の共通化のための方法について 

③協定の締結について 

 
2.1 一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 
一次物資拠点候補施設（公的施設）が被災することや一次物資拠点候補施設（公的施設）のみ

では一次物資拠点を十分に確保できない場合が想定されるため、立地地域の状況、施設の被災状

況や災害規模に応じて、倉庫やトラックターミナルなどの民間物流事業者の施設を活用する必要

がある。「平成２３年度東海地震等の想定地域における民間の施設・ノウハウを活用した災害に

強い物流システムの構築に関する協議会」において９０箇所の一次物資拠点候補施設（民間施設）

が選定されている。そのため、公的施設のみでなく民間施設の活用を想定した一次物資拠点の選

定・開設・運営の体制が必要となる。 
 

2.1.1 一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 
物資チームが、被災県内での一次物資拠点を選定し、開設する。一次物資拠点の運営は、物資

チームから要請を受けた民間物流事業者とする。また、物資チームは民間物流事業者が運営する

一次物資拠点を監督する。物資チームは、被災県職員、トラック協会派遣職員、倉庫協会派遣職

員、中部運輸局派遣職員で構成するものとする。 
被災県内での一次物資拠点の選定・開設に関わる被災県、トラック協会、倉庫協会、中部運輸

局は、各県の災害対策本部設置基準によって、自動的に行動を開始するとともに、物資チームに

職員を派遣するものとする。その他の災害発生時に物資チームを立ち上げる必要がある場合は、

被災県職員がトラック協会、倉庫協会、中部運輸局に物資チームへの参集を要請するものとする。 
また、物資チームは、一次物資拠点の運営を要請する民間物流事業者を、物資チーム内で協議

して決定し、民間物流事業者に一次物資拠点の運営を要請するものとする。 
なお、物資チームからの要請や物資チームへの回答は、それぞれが所属する機関や協会の職員

が実施することを基本とする。（図 2-1） 
 
 
 
 

図 2-1 物資チームからの要請や回答について 

 

 被災県災害対策本部 

物資チーム 

被災県職員 
トラック協会派遣職員 

倉庫協会派遣職員 

一次物資拠点候補施設（公的施設）管理者 
要請 

回答
一次物資拠点候補施設（民間施設）管理者 

要請 

回答 

民間物流事業者 
要請 

回答 
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2.1.2 物資チームを構成する人員とその役割 
一次物資拠点の選定・開設・運営を円滑に行うため、物資チームには、被災県職員、中部運輸

局派遣職員、トラック協会派遣職員と倉庫協会派遣職員が集まり、以下のような役割を担当する。

（表 2-1 参照） 
表 2-1 物資チームを構成するとその役割 

機関 主な役割 

被災県 
職員 

・被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、県内のインフラの状況）の確認 

・一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者に要

請し、その回答により当該施設の被災状況を把握 

・トラック協会派遣職員、倉庫協会派遣職員が確認した一次物資拠点候補施設（民

間施設）の被災状況と一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況を集約 

・「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点の

必要規模を算定 

・被災状況や一次物資拠点の必要規模を基にして、一次物資拠点候補施設から一

次物資拠点を選定 

・被災県内での一次物資拠点では規模が不足すると確認された場合、中部運輸局

に周辺応援県での一次物資拠点の選定を要請（詳細はＰ．２３に記載） 

・内閣府に支援物資を要請し、内閣府から支援物資の調達状況の受取 

・市町村からの支援物資要請のとりまとめ 

中部運輸局 
派遣職員 

・広域的なインフラの被災状況や港湾，鉄道，道路などの通行状況の情報収集と

情報提供 

・「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点の

必要規模を算定 

・被災県内での一次物資拠点では規模が不足することが確認された場合、周辺応

援県での一次物資拠点選定を開始（詳細はＰ．２３に記載） 

トラック協会 
派遣職員 

・一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況をトラック協会の事務局に確認

・一次物資拠点候補施設からの一次物資拠点の選定を支援 

・トラックと運転手の確保を協会員企業に要請 

・選定された一次物資拠点の運営を協会員企業に要請 

・一次物資拠点から二次物資拠点または避難所までの支援物資の輸送を協会員企

業に要請 

・支援物資の調達状況（品目、量、到着予定日時）と市町村からの支援物資要請

の内容（品目、量、届け先）を一次物資拠点を運営しているトラック協会の協

会員企業に伝達 

物
資
チ
ー
ム 

倉庫協会 
派遣職員 

・一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況を倉庫協会の事務局に確認 

・一次物資拠点候補施設からの一次物資拠点の選定を支援 

・一次物資拠点の運営に必要な人材と資機材の確保を協会員企業に要請 

・選定された一次物資拠点の運営を協会員企業に要請 

・支援物資の調達状況（品目、量、到着予定日時）と市町村からの支援物資要請

の内容（品目、量、届け先）を一次物資拠点を運営している倉庫協会の協会員

企業に伝達 

※ 派遣する職員は下記の条件に合致する者： 
①保管・仕分け・輸送というトータルの物流システムを構築できる者 
②利用する公的施設の施設内養生のためのノウハウと資材調達ができる者 
③パレット・フォークリフト・車両などを調達できる者 
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2.1.3 一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関の初動 
被災県内での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関は、各県の震度による災害対

策本部設置基準によって、自動的に行動を開始する。（表 2-2 参照） 
表 2-2 一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関の初動 

機関 初動内容 

中部運輸局 

・被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、広域的なインフラの状況）の確認 

・被災県災害対策本部の物資チームへの職員派遣 

・「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点の必

要規模を算定 

（被災県内での一次物資拠点では規模が不足することが確認された場合、周辺応援

県での一次物資拠点選定を開始） 

被災県 ・被災県災害対策本部に物資チーム立ち上げ 

トラック協会 
・被災県災害対策本部の物資チームへの職員派遣 

・一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請

し、その回答により当該施設の被災状況を把握（詳細は、Ｐ．１９に記載） 

倉庫協会 
・被災県災害対策本部の物資チームへの職員派遣 

・一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請

し、その回答により当該施設の被災状況を把握（詳細は、Ｐ．１９に記載） 

 
各県は、以下に示す基準に該当する場合に災害対策本部とその中に物資チームを設置する

ことになっている。しかし、県によってその設置基準は異なっている。（表 2-3 参照） 
表 2-3 各県の災害対策本部設置基準 

 震度による基準 震度以外の基準 

愛知県 震度５弱以上の地震発生 
東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表され

たとき 

静岡県 県内に震度５強以上の地震発生 
東海地震の発生、又は地震が発生し災害応急対策

が必要と認めたとき 

岐阜県 震度５強以上の地震発生 東海地震の発生 

三重県 県内に震度５弱以上の地震発生 
東海地震に関わる警戒宣言（東海地震予知情報）

が発令 
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2.1.4 一次物資拠点の選定・開設・運営に携わる機関の連絡方法 
災害発生時に一次物資拠点の選定・開設・運営に携わる機関が速やかに連携をとるために、各

機関の連絡表を県ごとに平成 25 年 3 月までに電子ファイル（使用するアプリケーションは

Microsoft Excel）で作成しておく。連絡表に記載する項目を表 2-4 に示す。 
連絡方法は、平常時と災害発生時の２つに分けて連絡表に記載する。なお、災害発生時の担当

者は優先順位をつけて複数記載する。災害発生時の連絡方法は連絡表に記載してある方法の中か

ら使用可能な方法で連絡をとる。 
連絡表に連絡先を記載する機関は、県（支援物資物流担当部署）、トラック協会、倉庫協会、

中部運輸局とする。別添１に連絡表を示す。 
作成した連絡表は県（支援物資物流担当部署）、トラック協会、倉庫協会、中部運輸局がそれ

ぞれ保管しておく。なお、各機関は連絡表を電子ファイルで管理するとともに、災害発生時の停

電や機器の破損によって電子ファイルが使用不可となる場合を想定し、電子ファイルと同様の内

容を紙でも管理する。 
また、毎年４月に県（支援物資物流担当部署）は、各機関に変更の有無を確認し、変更が合っ

た場合は連絡表を更新する。更新した連絡表を各機関に配布する。 
表 2-4 連絡網の記載項目 

機関名 機関の名称および部署名 
担当者氏名 平常時の担当者の氏名 
固定電話番号 平常時の担当者（もしくは担当部署）直通の固定電話番号 
FAX 番号 平常時の担当者（もしくは担当部署）が使用している FAX 番号 

平常時連絡先 

E-mail アドレス 平常時の担当者の E-mail アドレス 
担当者氏名 災害発生時の担当者の氏名 
固定電話番号 災害発生時の担当者（もしくは部署）直通の固定電話番号 
携帯電話番号 災害発生時の担当者の携帯電話番号 

（夜間に災害が発生した場合、担当者に連絡可能な携帯電話番号） 
衛星電話番号 災害発生時の担当者に連絡可能な衛星電話番号 
FAX 災害発生時の担当者（もしくは担当部署）が使用している FAX 番号 

災害発生時連絡先 

（優先順位をつけ

て複数記載） 

E-mail アドレス 災害発生時の担当者に連絡可能な E-mail アドレス 
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2.2 一次物資拠点候補施設情報の保有 
2.2.1 保有する情報の内容 
災害発生時に一次物資拠点候補施設から実際に使用する一次物資拠点を速やかに選定・開設・

運営するために、施設別の一次物資拠点候補施設情報を記載した一次物資拠点候補施設情報管理

シートを平成 25 年 3 月までに作成しておく。 
物資拠点候補施設情報管理シートで取り扱う施設は、一次物資拠点候補施設（公的施設）、一

次物資拠点候補施設（民間施設）とする。一次物資拠点候補施設情報管理シートに記載する項目

を表 2-5 に示す。一次物資拠点候補施設情報管理シートを別添２に示す。 
表 2-5 一次物資拠点候補施設情報管理シート記載項目 

 
 

施設名 
施設の管理者 

施設概要 

平常時の操業時間、曜日 
施設の所在地 
施設の海抜 
高速 IC からの距離と所要時間 

位置アクセス 

拠点付近の道路の幅員 
屋根の有無 
階数 
床の強度（フォークリフト使用可否） 
稼働可能時間（災害発生時に２４時間稼働できるか） 
トラックの施設内進入の可否（進入可能な最大車種） 
トラックの施設横付けの可否（横付け可能な車種、台数） 
トラックの進入経路（入り口と出口が別になっているか） 
耐震性（新耐震基準に対応できているか） 
冷蔵品への対応可否（容量） 
冷凍品への対応可否（容量） 
海上コンテナへの対応可否（対応可能なコンテナサイズ、個数） 

施設の態様 

鉄道コンテナへの対応可否（対応可能なコンテナサイズ、個数） 

施設の規模 物資の荷さばき・保管に使用可能な床面積 

（施設全体、災害発生時に供出可能な想定床面積） 

エレベーターの有無（物資の搬入搬出に使用可能か） 
シャッターの種類（手動による開閉の可否） 
非常の電源の有無、照明の有無 
平常時の連絡手段 
非常時の通信手段の有無、（固定電話、衛星電話、FAX） 
フォークリフトの配備台数（平常時、災害発生時に使用可能と想定される台数） 
パレットの保有枚数（平常時、災害発生時に使用可能と想定される枚数） 
保有するテントの張数とサイズ 

設備・備品 

保有する防水用ブルーシートの枚数とサイズ 
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2.2.2 情報の保有方法 
一次物資拠点候補施設情報管理シートは電子ファイル（使用するアプリケーションは

Microsoft Excel）で作成しておく。一次物資拠点候補施設情報管理シートを前節で示した連絡表

と同様に電子ファイルと紙で管理する。 
一次物資拠点候補施設情報管理シートは、県（支援物資物流担当部署）、トラック協会、倉庫

協会、中部運輸局が保有する。 
各県（支援物資物流担当部署）は、県内にある全ての一次物資拠点候補施設の情報を保有する

とともに、大規模な災害に備えて、他県の一次物資拠点候補施設における「施設名称」、「所在地」

の情報も保有する。 
トラック協会と倉庫協会は、それぞれの協会員企業が所有する一次物資拠点候補施設（民間施

設）のデータを保有する。また、中部運輸局が全ての県の一次物資拠点候補施設の情報を保有す

る。一次物資拠点候補施設の情報保有体制を図 2-2 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 一次物資拠点候補施設の情報保有体制 

 

中部運輸局中部運輸局中部運輸局

公的物資拠点
の情報 倉庫協会所管の

民間物資拠点
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トラック協会所管の
民間物資拠点

の情報

倉庫協会倉庫協会 トラック協会トラック協会

公的物資拠点
の情報 倉庫協会所管の

民間物資拠点
の情報

トラック協会所管の
民間物資拠点

の情報

倉庫協会倉庫協会 トラック協会トラック協会

自治体（Ａ県）自治体（Ａ県）

自治体（Ｂ県）自治体（Ｂ県）

Ａ県

Ｂ県

中部運輸局中部運輸局中部運輸局

公的物資拠点
の情報 倉庫協会所管の

民間物資拠点
の情報

トラック協会所管の
民間物資拠点

の情報

倉庫協会倉庫協会 トラック協会トラック協会

公的物資拠点
の情報 倉庫協会所管の

民間物資拠点
の情報

トラック協会所管の
民間物資拠点

の情報

倉庫協会倉庫協会 トラック協会トラック協会

自治体（Ａ県）自治体（Ａ県）

自治体（Ｂ県）自治体（Ｂ県）

Ａ県
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2.2.3 一次物資拠点候補施設情報の更新 
一次物資拠点候補施設は、施設の老朽化に伴う閉鎖や立て直しが行われたり、新しい施設が立

てられたりすることが想定される。一次物資拠点候補施設の状況変化に合わせて、定期的に情報

の更新を行う必要がある。 
そのために、毎年４月に一次物資拠点候補施設の情報を更新し、閉鎖や立て直しが無いかを確

認する。一次物資拠点候補施設（公的施設）については県職員が施設管理者に確認する。一次物

資拠点候補施設（民間施設）については県職員がトラック協会と倉庫協会に確認を要請し、トラ

ック協会と倉庫協会がそれぞれの協会の協会員企業が所有している民間施設の管理者に確認す

る。トラック協会と倉庫協会は確認した一次物資拠点候補施設の情報を県職員に報告する。 
同時に、新設された施設があればその情報を合わせて確認し、新たな一次物資拠点候補施設と

して追加するかを県、トラック協会、倉庫協会、中部運輸局で検討する。 
一次物資拠点候補施設情報の更新が必要な場合には、県が物資拠点候補施設情報管理シートを

更新し、各協会や中部運輸局へ最新の情報を提供する。 
なお、平成 23 年度に一次物資拠点候補施設を選定しているが、被害想定が不明瞭であったた

め、必要となる支援物資量が想定できずにいた。今年度も被害想定は不明瞭ではあるが、東日本

大震災時の実績を用いて、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の 4 県で必要となる支援物資量を試

算した。今後、試算した支援物資量より、一次物資拠点候補施設で受け入れ可能な物資量を算定

し、一次物資拠点候補施設の規模の検証が望まれる。 
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2.3 一次物資拠点候補施設の被災状況確認の準備 
災害発生時に一次物資拠点候補施設の被災状況を速やかに確認するために、施設被災状況チェ

ックシート（別添３参照）を電子ファイル（使用するアプリケーションは Microsoft Excel）で

作成し、事前に県職員が一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者に、トラック協会と倉庫協

会がそれぞれの協会員企業が所有する一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者へ配布する。

施設被災状況チェックシートの記載項目を表 2-6 に示す。 
災害発生時における一次物資拠点候補施設の被災状況をチェックした結果の連絡方法は、

E-mail が使用可能な場合、一次物資拠点候補施設の管理者はチェックした内容をチェックシー

トの電子ファイル（使用するアプリケーションは Microsoft Excel）に入力し、物資チームへの

E-mail とする。E-mail が使用困難で FAX 通信が可能な場合、各物資拠点候補施設の管理者は

チェックした内容を記入した施設被災状況チェックシートを物資チームに FAX する。FAX 通信

が困難な場合には各一次物資拠点候補施設の管理者は携帯電話、固定電話、衛星電話でチェック

した内容を口頭で物資チームに連絡する。 
表 2-6 施設被災状況チェックシートの記載項目 

施設名 被災状況を確認した施設の名称 
確認者 被災状況を確認した担当者の氏名 
確認日時 被災状況を確認した日時 

施設の使用可否 
物資拠点として使用可能か否か 
（使用不可の場合は以下のチェックは不要） 

使用可能なスペース チェック時点で物資拠点として使用可能な床面積 
近日中に使用可能となる 

スペース 
近日中に物資拠点として使用可能となる床面積 

施設を運営する人材 

（民間施設のみ） 
施設の運営に携われる人材の人数 

トラック出入り口 トラックの出入口の状況 

施設 

損壊箇所 施設で損壊している箇所 
備蓄物資 供出可能な備蓄物資量 

電源 電源の稼働状況（自家発電の場合は、燃料の概ね残量） 
通信手段 使用可能な通信手段 
照明 照明設備の使用可否 
フォークリフト 使用可能なフォークリフト台数 

資機材 

パレットなどの荷役資材 使用可能なパレットなどの荷役資材の個数 
施設の連絡先 施設への連絡先（固定電話番号、FAX 番号、衛星電話番号）
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2.4 一次物資拠点の必要規模算定の準備 
災害発生直後には可能な限り迅速に一次物資拠点を選定・開設し、プッシュ型輸送を実施する

ためには、一次物資拠点の必要規模を算定する必要がある。そのため、事前に一次物資拠点必要

規模算定シート（別添 4 参照）を電子ファイル（使用するアプリケーションは Microsoft Excel）
で作成しておく。災害発生時に使用するために、県は、物資拠点必要規模算定シートを電子ファ

イルと紙で管理する。 
また、周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営するため、中部運輸局は全県の一次物

資必要規模算定シートを保有する。 
 

2.4.1 事前入力項目 
災害発生時に速やかに一次物資拠点の必要規模を算定するための項目を表 2-7 に示す。項目は

全て入力済みである。しかし、最新のデータにより一次物資拠点の必要規模を算定するために、

各県は、入力されている項目を毎年４月に更新する。 
なお、支援物資の品目は、東日本大震災における宮城県への支援物資輸送の実績を参考とした。

想定する支援物資の品目と 1 人あたり 1 日に必要な物資量を表 2-8 に示す。 
表 2-7 一次物資拠点必要規模算定シートの事前入力項目 

項目 入力タイミング 備考 

市区町村名 － 以下の項目は、県内の市町村別に入力、算定 
夜間人口 事前  

人口 
昼間人口 事前  

観光客数 事前  
1 歳未満 事前  
1～2 歳 事前  
3～14 歳 事前  
15～64 歳 事前  

男性 

65 歳以上 事前  
1 歳未満 事前  
1～2 歳 事前  
3～14 歳 事前  
15～64 歳 事前  

男女別年齢構成比 
（夜間人口） 

女性 

65 歳以上 事前  
1 歳未満 事前  
1～2 歳 事前  
3～14 歳 事前  
15～64 歳 事前  

男性 

65 歳以上 事前  
1 歳未満 事前  
1～2 歳 事前  
3～14 歳 事前  
15～64 歳 事前  

男女別年齢構成比 
（昼間人口） 

女性 

65 歳以上 事前  

支援物資１トンあたりに必要な拠点面積 事前 
11.4ｍ2/トンに設定 
 ※東日本大震災における一次物資拠点（岩手県

のアピオ）での実績 

想定避難者割合 事前 設定できない場合は「100％」と入力し、全人口が

避難するものとする 
備蓄物資量 事前 表 2-9 に示す 13 品目別に入力 
物資拠点候補施設の床面積 
（災害発生時に供出可能な床面積：想定） 事前  
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表 2-8 支援物資の品目と 1 人あたり 1 日に必要な物資量 
No. 品目 対象者 必要量 単位 重量(㎏) 備考

男女1歳以上 2 本 4
男女1歳未満 2.4 本 4.8 ミルク用：780ｍｌ　消毒用：4,000ｍｌ

2 粉ミルク 男女1歳未満 110 g 0.11 780ml分

男女1歳未満 1 セット 1.97
男性1～14歳 11 個 1.22 2170kcal

男性15～64歳 13 個 1.44 2450kcal

男性65歳以上 11 個 1.22 2100kcal

女性1～14歳 10 個 1.11 1980kcal

女性15～64歳 10 個 1.11 1990kcal

女性65歳以上 9 個 1 1670kcal

5 マスク 全避難者 1 枚 0.002

6 子供用紙おむつ 男女3歳未満 8 枚 0.31
対象者の出典

静岡県広域受援計画活動要領

7 大人用紙おむつ 全避難者の0.5％ 8 枚 1.11
対象者の出典

静岡県広域受援計画活動要領

8 生理用品 女性15歳以上 1 箱 0.005
9 消毒液 全避難者 1 本 5
10 ティッシュ 全避難者 1 個 0.188
11 歯ブラシ・歯磨き粉 全避難者 1 セット 0.086
12 シャンプー・リンス・石けん全避難者 1 セット 0.168
13 ゴミ袋（20Ｌ） 全避難者 2 枚 0.004

1

3

4

水

哺乳瓶、哺乳瓶消毒液

おにぎり

 
 

2.4.2 算定の流れと算定項目 
災害発生時に、一次物資拠点必要規模算定シートに「災害発生時間帯」、「被災の有無」を入力

することで、「避難者数（男女、年齢別）」、「必要となる支援物資量」、「供出可能な備蓄物資量」、

「一次物資拠点の必要規模」、「使用可能な一次物資拠点候補施設の面積（見込み）」が自動で算

定できるように、電子ファイルに算定式を組み込んで準備する。また、電子ファイルが使用でき

ない場合を想定し、算定の流れと算定式を紙で一次物資必要規模算定シートと合わせて配布する。 
一次物資拠点必要規模算定シートの算定項目および算定式を以下に示す。（表 2-9 参照） 

表 2-9 一次物資拠点必要規模算定シートの災害発生時算定項目 
項目 入力タイミング 備考 

市町村名 － 以下の項目は、県内の市町村別に入力、算定 
想定避難者割合 － 
支援物資１トンあたりに必要な拠点面積 － 必要に応じて災害発生時に変更 

被災の有無 災害発生時 「あり」or「なし」で入力 

災害発生時間帯 災害発生時 「昼」or「夜」で入力 
※全市町村に同じ内容を入力する 

一次物資拠点の必要規模（拠点面積） 算定 
下記の算定式で算定 
 ※シートの電子ファイルに算定式を事前に組み

込む 
災害発生時の想定人口 算定 
想定避難者数 算定 

1 歳未満 算定 
1～2 歳 算定 
3～14 歳 算定 
15～64 歳 算定 

男性 

65 歳以上 算定 
1 歳未満 算定 
1～2 歳 算定 
3～14 歳 算定 
15～64 歳 算定 

男女別年齢別想定避難

者数 

女性 

65 歳以上 算定 

下記の算定式で算定 
 ※シートの電子ファイルに算定式を事前に組み

込む 

必要な支援物資量（品目別の個別単位） 算定 

必要な支援物資量（トン単位） 算定 

表 2-10 に示す 13 品目別に下記の算定式で算定 
 ※シートの電子ファイルに算定式を事前に組み

込む 
供出可能な備蓄物資量 算定 被災無しの市区町村の備蓄物資を供出可能と判定

使用可能な物資拠点候補施設の面積（見込み） 算定 被災無しの市区町村の物資拠点候補施設を使用可

能と判定 
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2.5 支援物資の調達の準備 
支援物資物流では、支援物資の調達および輸送に関わる一連の業務を円滑に行う必要がある。

そのため、全国的な複数の物資調達業者、民間物流事業者、行政機関など多数の関係機関との調

整するための物資調達のための情報の共通化が必要である。 
情報の共通化のために、物資調達シートは、内閣府の物資調達シートを活用する（別添 5 参照）。 
なお、プル型輸送とプッシュ型輸送によって調整方法が異なるため、プル型輸送用とプッシュ

型輸送用の２種類の物資調達シートを活用する。 
 

【算定式】 

想定避難者数〔人〕＝災害発生時の想定人口〔人〕×想定避難者割合 

災害発生時の想定人口〔人〕 

＝人口：夜間 or 昼間〔人〕＋想定観光客数〔人〕 

男女別年齢別の想定避難者数〔人〕＝災害発生時の想定人口 

×想定避難者割合 

×市町村別男女別年齢構成比 

 

必要な支援物資量〔品目別の個別単位〕 

＝（想定避難者数〔人〕×１人あたり１日に必要な物資量〔個別単位/人・日〕

×物資量の算定日数〔日〕）－供出可能な備蓄物資量〔個別単位〕 

必要な支援物資量〔トン〕 

＝（想定避難者数〔人〕×１人あたり１日に必要な物資量〔トン/人・日〕 

×物資量の算定日数〔日〕）－供出可能な備蓄物資量〔トン〕 

 

物資拠点施設の必要規模（拠点面積）〔ｍ2〕 

＝必要な支援物資量〔トン〕×支援物資１トンあたりに必要な拠点面積〔ｍ2/トン〕
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2.6 協定の締結 
県、トラック協会、倉庫協会間で支援物資物流に関する協力を円滑に実施するために、事前に

県とトラック協会、倉庫協会間で表 2-10 に示す項目の協定を締結する。 
トラック協会と倉庫協会が相互に協力するために、県とトラック協会および倉庫協会の 3 者間

で協定を締結することが望ましい。しかし、3 者間での協定の締結が難しい場合は、それぞれの

協定に協力についての項目に関する協定を締結する。 
また、根幹となる事項のほか、具体的な行動事項や様式などについても細目として取り決める。 

表 2-10 県とトラック協会、倉庫協会が取り決める項目 

災害対策本部への

職員派遣に関して 

①災害発生時には、トラック協会、倉庫協会は、災害対策本部の物資チー

ムに人員を派遣する。（基準による自動参集） 
②災害対策本部に派遣する人員は、下記の条件全てに合致する人員に優先

順位をつけて複数設定しておき、協会が県に提示する。 
条件１：保管・仕分け・輸送というトータルの物流システムを構築で

きる者 
条件２：利用する公的施設の施設内養生のためのノウハウと資材調達

ができる者 
条件３：パレット・フォークリフト・車両などを調達できる者 

物資保管に関して 

①県は、物資の保管等を行う施設の開設の必要があるときは、倉庫協会に

対して以下の事項を明示して要請する。 
事項１：災害の状況及び応援を要請する事由 
事項２：必要とする保管施設の地域 
事項３：応援を必要とする期間 
事項４：主な保管品目 
事項５：その他参考となる事項 

②公的施設を物資拠点とする場合に備えて、倉庫協会は拠点運営の担当企

業、荷役機器（フォークリフト、カーゴ等）、荷役する人の手配企業に優

先順位をつけて複数設定する。 

物資輸送に関して 

①県は、物資の緊急輸送等を実施するために、トラック協会の協力が必要

と認めたときは、以下の事項を明示して、物資の緊急輸送等を要請する。

事項１：災害の状況及び応援を要請する事由 
事項２：応援を必要とする車両数、車両の種類及び人員 
事項３：物資の積み込み場所及び輸送先 
事項４：物資の内容と数量 
事項５：緊急輸送を必要とする期間 
事項６：物流専門家の派遣 
事項７：その他必要な事項 

②輸送の際の担当企業や車両について、トラック協会は、物資輸送を行う

会員企業、車両を複数設定する。 

トラック協会と倉庫

協会の協力に関し

て 

①県、トラック協会、倉庫協会は、それぞれが知り得た災害に関する諸情

報を互いに提供する。 
②県の特別な要請がある場合には、トラック協会が保管、倉庫協会が輸送

を実施する。 
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＜参考＞自治体と各協会で締結されている協定 

 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

物資等の緊急輸送の協力 ○ ○ ○ 
要請事由等の明示（文書又は口頭） ○ ○ ○ 
物資チームへの人員派遣 － － － 
倉庫協会との情報交換 － － － 
特別な要請時においての物資保管 － － － 
他の都道府県への応援時における協力 － － － 

ト
ラ
ッ
ク
協
会 

費用負担 ○ 

※ 

○ ○ 
物資等の保管 － － － － 
要請事由等の明示（文書又は口頭） － － － － 
物資チームへの人員派遣 － － － － 
トラック協会との情報交換 － － － － 
特別な要請時においての物資輸送 － － － － 
他の都道府県への応援時における協力 － － － － 

倉
庫
協
会 

費用負担 － － － － 
○：締結済み  －：未締結  

※）なお、静岡県では、地域防災計画で、静岡県トラック協会は指定地方公共機関として、災害対策に必要な物資および人員等

の輸送確保を行うこととなっている 
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3. 災害時対応（被災県内での一次物資拠点） 

被災者に迅速に支援物資を配送するために、一次物資拠点候補施設から一次物資拠点を選定し、

開設、運営までを円滑に行う必要がある。以下に一次物資拠点の選定・開設・運営の流れを示す

とともに本規程に記載する項目を示す。（図 3-1 参照） 

①一次物資拠点の選定・開設・運営の体制について 

②一次物資拠点の選定ついて 

③一次物資拠点の開設について 

④一次物資拠点の運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 災害時の物資拠点運営までの流れ 

 

3.1 一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 
被災県内での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関である被災県、中部運輸局、トラ

ック協会、倉庫協会は、各県の震度による災害対策本部設置基準により、表 3-1 に示す行動を開

始する。 
表 3-1 一次物資拠点の選定・開設・運営の体制と各機関の行動 

機関 行動 

被災県 ・物資チームを立ち上げ 
中部運輸局 ・物資チームへの職員派遣 

・被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、広域的なインフラの状況）

の確認 
・一次物資拠点規模算定シートを用いて、必要となる支援物資量と一次

物資拠点の必要規模を算定 
トラック協会 ・物資チームへの職員派遣 

・一次物資拠点（民間施設）の被災状況の確認を、当該施設の管理者に

要請し、その回答により当該施設の被災状況を把握 
倉庫協会 ・物資チームへの職員派遣 

・一次物資拠点（民間施設）の被災状況の確認を、当該施設の管理者に

要請し、その回答により当該施設の被災状況を把握 
 

①一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 

②一次物資拠点の選定 

(1)被災状況の確認 

(2)必要規模の算定 

(3)物資拠点の選定 

③一次物資拠点の開設 

③一次物資拠点の運営 
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3.2 一次物資拠点の選定 
一次物資拠点を選定するために、まず地震や津波の状況、一次物資拠点候補施設の状況、民間

物流事業者の状況、インフラの状況を確認する。 
次に、想定される避難者数に対応するための一次物資拠点の必要規模を算定する。被災状況確

認結果と必要規模の算定結果を踏まえて、一次物資拠点候補施設から一次物資拠点を選定する。 
 

3.2.1 被災状況の確認 
(1) 入手する情報 

災害発生時に一次物資拠点施設を選定するために、地震・津波の状況、一次物資拠点候補

施設の状況、民間物流事業者の状況、インフラの状況に関する情報を入手し、被災状況を確

認する。それぞれの情報を入手する物資チームの担当者とその情報入手方法を示す。（表 3-2
参照） 

表 3-2 入手する情報とその入手方法 
入手する情報 物資チーム 

担当者 

情報入手方法 

地震 

・津波 

市町村毎の

震度、津波浸

水域 

被災県職員 ・被災県職員は気象庁から最新の市町村毎の震度、津波浸水域の情

報を入手する。 

公
的
施
設 

施設の使用

可否、使用可

能面積、被災

状況 

被災県職員 ・被災県職員は、一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況の

確認を当該施設の管理者に要請し、その回答により当該施設の被

災状況を把握する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 

一
次
物
資
拠
点
候
補
施
設

の
状
況 

民

間

施

施設の使用

可否、供出可

能面積、被災

状況 

トラック協

会派遣職員、

倉庫協会派

遣職員 

・トラック協会派遣職員と倉庫協会派遣職員は、一次物資拠点候補

施設（民間施設）の被災状況をそれぞれの協会に確認する。  
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 
トラック、ト

ラック運転

手の被災状

況 

トラック協

会派遣職員 
・トラック協会派遣職員は、使用できるトラック台数と輸送に携わ

れる運転手の人数の確認を協会員企業に要請し、その回答により

情報を入手する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 

民間物流 

事業者 

の状況 

一次物資拠

点運営要員、

資機材の被

災状況 

倉庫協会派

遣職員 
・倉庫協会派遣職員は、運営に携われる人材の人数と使用できる資

機材（フォークリフト、パレット、カーゴ）量の確認を協会員企

業に要請し、その回答により情報を入手する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 
被災県職員 ・被災県職員は、被災県内のインフラの状況について、災害対策本

部に集約されている情報を定期的に入手する。 
インフラ 

の状況 

啓開状況 
被災状況 

中部運輸局

派遣職員 
・中部運輸局派遣職員は、広域的なインフラの状況について国土交

通省（本省）から情報を入手する。 
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(2) 確認方法 

地震・津波、一次物資拠点候補施設（公的施設・民間施設）の状況、民間物流事業者の状

況、インフラの状況の確認は以下のように実施する。 
 

1) 地震・津波 

市町村別の被災状況（震度・津波浸水域）の確認は、物資チームの被災県職員が主体と

なって気象庁から最新の市町村毎の震度、津波浸水域の情報を入手し、物資チームで情報

を確認する。入手した情報は適宜、民間物流事業者へ伝達する。 
 

2) 一次物資拠点候補施設（公的施設）の状況 

一次物資拠点候補施設（公的施設）の状況の確認は、物資チームが一次物資拠点候補施

設（公的施設）の管理者に連絡して、確認する。 
一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者は、事前に配布されている施設被災状況チ

ェックシート（別添２）のチェック項目に沿って当該施設の被災状況を確認する。一次物

資拠点候補施設（公的施設）の管理者は、確認した結果を物資チームに連絡する。なお、

物資チームは、一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者から連絡がない場合は、一次

物資拠点候補施設（公的施設）の管理者に連絡し、連絡が取れない場合は、一次物資拠点

の候補から外す。 
一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況チェック項目の連絡方法は、E-mail が

使用可能な場合、一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者がチェックした内容をチェ

ックシートの電子ファイル（使用するアプリケーションは Microsoft Excel）に入力し、

物資チームへの E-mail とする。 
E-mail が使用困難で FAX 通信が可能な場合、一次物資拠点候補施設の管理者は記入し

た施設被災状況チェックシートを物資チームに FAX する。FAX 通信が困難な場合には一

次物資拠点候補施設の管理者は携帯電話、固定電話、衛星電話でチェック項目の内容を口

頭で物資チームに連絡する。被災状況が不明瞭な場合には、一次物資拠点の候補から外す。 
物資チームは、一次物資拠点候補施設（公共施設）と一次物資拠点候補施設（民間施設）

の被災状況を集約する。 
 

3) 一次物資拠点候補施設（民間施設）の状況 

一次物資拠点候補施設（民間施設）の状況の確認は、物資チームがトラック協会、倉庫

協会に連絡し、両協会が施設を管理している民間物流事業者に連絡して行う。 
一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者は、事前に配布されている施設被災状況チ

ェックシート（別添２）のチェック項目に沿って当該施設の状況を確認する。一次物資拠

点候補施設（民間施設）の管理者は、確認した結果を所属する各協会に連絡する。各協会

は一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況結果をとりまとめて、物資チームに連絡

する。なお、各協会は、一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者から連絡がない場合

は、一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者に連絡し、連絡が取れない場合は、一次

物資拠点の候補から外す。 
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一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況チェック項目の連絡方法は、E-mail が

使用可能な場合、一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者がチェックした内容をチェ

ックシートの電子ファイル（使用するアプリケーションは Microsoft Excel）に入力し、

各協会への E-mail とする。 
E-mail が使用困難で FAX 通信が可能な場合、一次物資拠点候補施設の管理者は記入し

た施設被災状況チェックシートを各協会に FAX する。FAX 通信が困難な場合には一次物

資拠点候補施設の管理者は携帯電話、固定電話、衛星電話でチェック項目の内容を口頭で

各協会に連絡する。被災状況が不明瞭な場合には、一次物資拠点の候補から外す。 
各協会はそれぞれの結果をとりまとめて、上記のいずれかの方法で物資チームに連絡す

る。 
 

4) 民間物流事業者の状況 

民間物流事業者の状況の確認は、物資チームがトラック協会、倉庫協会に連絡し、両協

会員企業の民間物流事業者に連絡して行う。 
トラック協会は、使用できるトラック台数と輸送に携われる運転手の人数の確認を協会

員企業に要請する。要請を受けた協会員企業は使用できるトラック台数と輸送に携われる

運転手の数を確認し、トラック協会に連絡する。トラック協会は、協会員企業からの回答

を集約して、物資チームに連絡する。 
倉庫協会は、運営に携われる人材の人数と使用できる資機材（フォークリフト、パレッ

ト、カーゴ）量の確認を協会員企業に要請する。要請を受けた協会員企業は、運営に携わ

れる人材の人数と使用できる資機材（フォークリフト、パレット、カーゴ）量を確認し、

倉庫協会に連絡する。倉庫協会は、協会員企業からの回答を集約して、物資チームに連絡

する。 
 

5) インフラの状況 

インフラの状況確認は、県災害対策本部に集約している情報を定期的に入手する。物資

チームは入手した情報を、適宜一次物資拠点を運営している民間物流事業者に連絡する。 
特に、被災県内の輸送に最も重要となるインフラである道路の啓開状況は、国土交通省

中部地方整備局やＮＥＸＣＯからの情報により、定期的に確認する。 
被災県災害対策本部に集約できていない広域的なインフラの状況確認は、中部運輸局派

遣職員が主体となって行う。 
しかし、市町村道など、管理者を通じて通行情報を把握できない道路は、Ｗｅｂ上で公

開される「通行実績・通行止情報」（民間自動車メーカ等が取得した実際の車両の走行実

績）を用いて、通行情報を確認する。 
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3.2.2 一次物資拠点の必要規模の算定 
災害発生時に一次物資拠点を選定するために、事前に準備している一次物資拠点必要規模算定

シートにより、一次物資拠点にどの程度の規模が必要となるかを算定する。算定の流れと災害発

生時に算定に必要な入力情報と算定項目を示す。 
一次物資拠点の必要規模の算定には、事前に作成した物資拠点必要規模算定シートを使用する。 
 
(1) 算定の考え方 

一次物資拠点の必要規模は、以下に示す考え方で算定している。（図 3-2、表 3-3 参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 必要な規模算定の流れ 

表 3-3 算定に必要な項目 
算定項目 要入力 情報の入手方法または算定方法 

1）災害発生時間帯 
○ 災害が発生した時間帯 

（3.2.1「被災状況の確認」にて確認済み） 
2) 市町村別の被災の有無 

○ 市町村別に被災しているか否か 
（3.2.1「被災状況の確認」にて確認済み） 

3）想定避難者数 
－ 物資拠点必要規模算定シートを用いて算定 

2.4「災害発生時における物資拠点の必要規模算定に向けた準備」参照

4）１人あたり１日に必要な物

資量 － 設定済み（原単位を本規程に記載） 
2.4「災害発生時における物資拠点の必要規模算定に向けた準備」参照

5）物資量の算定日数 
－ 設定済み（原単位を本規程に記載） 

2.4「災害発生時における物資拠点の必要規模算定に向けた準備」参照

6）必要な支援物資量 
－ 物資拠点必要規模算定シートを用いて算定 

2.4「災害発生時における物資拠点の必要規模算定に向けた準備」参照

7）支援物資１トンあたりに必

要な拠点面積 － 設定済み（原単位を本規程に記載） 
2.4「災害発生時における物資拠点の必要規模算定に向けた準備」参照

8）一次物資拠点の必要規模 
－ 物資拠点必要規模算定シートを用いて算定 

2.4「災害発生時における物資拠点の必要規模算定に向けた準備」参照

 

①情報の入手 

1）災害発生時間帯 

2）市町村別の被災の有無 

②想定避難者数の算定 

3）想定避難者数 

③必要な支援物資量の算定 

6）必要な支援物資量 

事前設定済み 

4）1 人あたり 1 日に必

要な物資量 

5）物資量の算定日数 

7）支援物資1トンあたり

に必要な拠点面積 

④一次物資拠点の必要規模の算定 

      ：算定の流れ 8）一次物資拠点の必要規模 
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(2) 災害発生時の利用手順 

災害発生時には、以下に示す手順で、一次物資拠点の必要規模を算定する。（図 3-3、表 3-4、
表 3-5）また、電子データが使用できない場合には、計算式を書き記した紙ファイルを使用

して算定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3 災害発生時の利用手順 

表 3-4 災害発生時の状況入力で入力する項目 
入力する項目 要入力 内容 

項目１：災害発生時間帯 ○ 災害が発生した時間帯を「１．昼、２．夜」のど

ちらかを選択して入力する。 

項目２：被災の有無 ○ 
市町村別に被災の有無を「１．有（被災している）、

２．無（被災していない）」のどちらかを選択し

て入力する。 
 

表 3-5 自動算定結果 
自動算定結果項目 内容 

算定結果１：一次物資拠点の必要規模
支援物資を保管、荷さばきするために必要な一次

物資拠点の規模。面積を算定。 

算定結果２：避難者数（男女・年齢別） 災害による避難者数。男女別、年齢別に算定。 

算定結果３：必要となる支援物資量

（品目別） 避難者に必要な支援物資の量。品目別に算定。 

 

①手順１：災害発生時の状況を入力 

 以下の２項目を入力。 

項目１：「災害発生時間帯」を入力 

項目２：「被災の有無」を市町村別に入力 

②手順２：自動算定 

 「①災害発生時の状況入力」を基に以下の結果を自動算定。 

   算定結果１：一次物資拠点の必要規模 

算定結果２：避難者数（男女・年齢別） 

算定結果３：必要となる支援物資量（品目別） 
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(3) 災害発生時に入手すべき情報 

3.2.1「被災状況の確認」に示す被災状況（地震・津波）の確認結果から、支援物資を供給

すべき市町村と災害発生時間帯の情報を入手する。 
 

(4) 算定 

一次物資拠点必要規模算定シートを用いて、物資チームと中部運輸局が算定する。想定避

難者数および、必要となる支援物資量、一次物資拠点施設の必要規模の各算定方法は 2.4 参

照とする。 
次に、一次物資拠点必要規模算定シートで算定した使用可能な一次物資拠点候補施設の面

積をもとに、被災県内での一次物資拠点のみで対応可能か否かを確認する。被災県内の一次

物資拠点のみでは規模が不足する事が確認された場合には、被災県は中部運輸局に周辺応援

県での一次物資拠点の選定を要請する。中部運輸局は、被災県からの要請に基づき、被災県

周辺応援県での一次物資拠点の選定を開始する。（詳細は 4 章に記載） 
 

3.2.3 一次物資拠点施設の選定 
物資チームは、施設の立地状況、確認した被災状況および算定した一次物資拠点の必要規模を

踏まえて、表 3-6 に示す選定の基準より物資チーム内の協議によって、一次物資拠点候補施設か

ら一次物資拠点を選定する。 
表 3-6 選定の基準 

選定の基準Ⅰ 公的施設を優先に選定 

優先順位 1 

被災県内の一次物資拠点候補施設（公的施設）から選定 
複数ある一次物資拠点候補施設（公的施設）から選定する必要がある場合には、選定の基

準Ⅱを比べて選定 
優先順位 1 では一次物資拠点の規模が十分でない場合は、優先順位 2 から選定 

 

優先順位 2 

被災県内の一次物資拠点候補施設（民間施設）から選定 
複数ある一次物資拠点候補施設（民間施設）から選定する必要がある場合には、選定の基

準Ⅱを比べて選定 
優先順位 2 では一次物資拠点の規模が十分でなく、被災県内の一次物資拠点のみでは規模
が十分でない場合は、周辺応援県での一次物資拠点の選定を要請 

選定の基準Ⅱ 条件が良い施設を優先に選定 

施設の条件 1 使用可能なスペースが大きい施設 
施設の条件 2 被災地周辺の高速 IC から近く、遠方からのアクセス性が高い施設 
施設の条件 3 幹線道路に面している、もしくは幹線道路からのアクセス性が優れた施設 
施設の条件 4 被災地（または二次物資拠点）に近い施設 
施設の条件 5 フォークリフト等の荷役に使用する資機材が十分に確保できる施設 
施設の条件 6 トラックバース（荷下ろし、荷積みに使用できるスペース）が多い施設 

 

施設の条件 7 一次物資拠点として速やかに開設できる施設 
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3.3 一次物資拠点の開設 
物資チームは、一次物資拠点候補施設（公共施設）から選定された一次物資拠点を運営するた

め、一次物資拠点を運営するために必要な人材、資機材を手配する。 
また、物資チームは、一次物資拠点に選定した施設の管理者に選定結果の連絡および一次物資

拠点開設を要請する。 
 

3.3.1 必要な人材、資機材の手配 
物資チームは、一次物資拠点（公的施設）の運営に必要な人材、資機材の手配を倉庫協会員企

業に要請する。 
要請を受けた倉庫協会員企業は、一次物資拠点（公的施設）の運営に必要な人材、資機材を手

配し、配備の目途（送り届けられる人材、資機材の量、送り届けられる日時）を物資チームに連

絡する。 
 

3.3.2 選定結果の連絡と開設の要請 
物資チームは、被災県内での一次物資拠点として選定した旨を当該施設の管理者に連絡する。

合わせて、一次物資拠点の運営に必要な人材、資機材の配備の目途（送り届けられる人材、資機

材の量、送り届けられる日時）を当該施設の管理者に連絡する。 
 

3.3.3 開設の連絡 
一次物資拠点の運営を要請された民間物流事業者は、一次物資拠点の運営に必要な人材や資機

材が揃い、開設の準備が整い次第、当該施設が一次物資拠点として稼働可能になった旨を物資チ

ームに連絡する。 
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3.4 一次物資拠点の運営 
物資チームからの要請を受けた民間物流事業者が一次物資拠点を運営する。 
また、物資チームは一次物資拠点を運営する民間物流事業者とともに支援物資物流を実施する。 
 

3.4.1 一次物資拠点の運営業務 
物資チームから要請を受けた民間物流事業者は表 3-7 に示す業務を実施して、一次物資拠点を

運営する。 
表 3-7 一次物資拠点の運営業務 

1 物資チームから届く支援物資の輸送情報（品目、量、到着予定日時）に基づく受入準備

2 
到着した支援物資の荷下ろし、検品、入庫（ロケーション、在庫入力）、到着情報の物

資チームへの連絡 

3 
物資チームから届く支援物資要請情報（品目、量、届け先）に基づく出庫作業（在庫引

当、ピッキング、出荷荷揃え） 
4 トラック到着確認 
5 トラック積み込み、出庫、在庫引落、出庫情報の物資チームへの連絡 

6 
支援物資要請情報の在庫が不足している場合、物資チームに手配を要請（他の一次物資

拠点の在庫確認要請） 
7 物資チームとの在庫情報の照合 
8 一次物資拠点で滞留物資が発生した場合、物資チームに処理を要請 
9 一次物資拠点の運営に携わる人材や資機材が不足する場合、物資チームに追加を要請 
10 他、付随する業務 
 

3.4.2 一次物資拠点の監督業務 
物資チームは、表 3-8 に示す業務を実施し、一次物資拠点を運営する民間物流事業者とともに

支援物資物流を実施する。 
表 3-8 一次物資拠点の運営補助業務 

1 
物資調達シートを使用して、内閣府へ支援物資の調達を要請し、内閣府から支援物資の

調達状況についての回答受け取り 
2 被災県内の各市町村からの支援物資の要請内容のとりまとめ 

3 
一次物資拠点の運営担当に支援物資の輸送情報（品目、数量、到着予定日時）および市

町村からの支援物資要請情報を連絡  

4 

一次物資拠点の運営担当から連絡を受けた一次物資拠点の運営スケジュールをもとに、

一次物資拠点から二次物資拠点への支援物資の輸送をトラック協会の協会員企業に要

請 
5 一次物資拠点の運営担当から支援物資到着情報の連絡受け取り 
6 市町村からの支援物資要請をもとに在庫引当 
7 一次物資拠点の運営担当からの出庫情報の連絡をもとに在庫引落 
8 一次物資拠点の在庫情報との照合 

9 
一次物資拠点の運営担当からの資機材や人材の要請を受けて、トラック協会や倉庫協会

に資機材や人材を追加要請 
10 一次物資拠点で滞留物資が発生した時の対処方法の決定と連絡 
11 一次物資拠点として使用している施設の維持管理（必要に応じて改修） 
12 一次物資拠点の電力などのライフラインの維持確保 
13 他、付随する業務 
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4. 事前対応（周辺応援県での一次物資拠点） 

災害発生時に周辺応援県での一次物資拠点を速やかに選定・開設・運営するために、事前に関

係する機関で決めるべき項目、共有する情報を明らかにする。さらに、対応が遅れている項目に

対しては早急に対応することにより備える。 
以下に事前対応として本規程に記載する項目を示す。 

①周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関係する機関とその役割について 

②情報の共通化のための方法について 

③協定の締結について 

 
4.1 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 
被害が複数県におよぶ大規模な災害では、被災県内に一次物資拠点を設けることは困難であり、

周辺応援県や中部地域以外の地域からの支援が必要となる。しかし、被災県を支援するための広

域な応援体制は不明確である。そこで、大規模な災害の発生時に国が広域的な調整機能を発揮し

て、被災県を支援するために、一次物資拠点を周辺応援県に設ける標準的な行動手順を定めてお

くことが必要である。 
即ち、被災県内に一次物資拠点を設けることが困難な場合には、周辺応援県の中に一次物資拠

点を設け、被災県の市町村の二次物資拠点や避難所へ支援物資を輸送する。 
そのため、周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営の体制が必要となる。 
 

4.1.1 一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 
応援物資チームが、周辺応援県での一次物資拠点を選定し、開設する。周辺応援県での一次物

資拠点の運営は、応援物資チームから要請を受けた周辺応援県の民間物流事業者とする。また、

応援物資チームは民間物流事業者が運営する周辺応援県での一次物資拠点を監督する。応援物資

チームは、周辺応援県職員、トラック協会派遣職員、倉庫協会派遣職員で構成するものとする。 
また、応援物資チームは、周辺応援県での一次物資拠点の運営を要請する民間物流事業者を、

応援物資チーム内で協議して決定し、民間物流事業者に周辺応援県での一次物資拠点の運営を要

請するものとする。 
なお、応援物資チームからの要請や応援物資チームへの回答は、それぞれが所属する機関や協

会の職員が実施することを基本とする。（図 4-1） 
 
 
 
 

図 4-1 応援物資チームからの要請や回答について 

 

 周辺応援県応援本部 

応援物資チーム 

周辺応援県職員 
応援県トラック協会派遣職員

応援県倉庫協会派遣職員 

一次物資拠点候補施設（公的施設）管理者 
要請 

回答
一次物資拠点候補施設（民間施設）管理者 

要請 

回答 

民間物流事業者 
要請 

回答 
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4.1.2 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関と役割 
周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営を円滑に行うため、中部運輸局、被災県、周

辺応援県、応援県トラック協会、応援県倉庫協会は以下の役割を担当する。特に、中部運輸局と

被災県は、被災県内での一次物資拠点の選定・開設・運営に示す役割に加えた役割を記載する。

各機関は以下のような役割を担当する。（表 4-1 参照） 
表 4-1 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関と役割 
機関 主な役割 

中部運輸局 

○「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点の必要規

模を算定 

○広域的なインフラの被災状況や港湾，鉄道，道路などの開通状況の情報収集と情報提供

◆中部９県１市の「災害時等の応援に関する協定」を踏まえて、周辺応援県を決定 

◆決定した周辺応援県を被災県に連絡 

◆周辺応援県と協議の上、周辺応援県での一次物資拠点を選定 

被災県 
（物資チーム） 

○被災県内の被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、県内のインフラの状況）の確認 

○一次物資拠点候補施設(公的施設)の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その

回答により当該施設の被災状況を把握 

○「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点の必要規

模を算定 

◆中部運輸局へ周辺応援県での一次物資拠点の選定を要請 

◆周辺応援県への応援要請 

○内閣府に支援物資を要請し、内閣府から支援物資の調達状況の受取 

○市町村からの支援物資要請のとりまとめ 

周辺応援県 
（応援物資チーム） 

◆周辺応援県の一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者

に要請し、その回答により当該施設の被災状況を把握 

◆応援県トラック協会、応援県倉庫協会が確認した一次物資拠点候補施設（民間施設）の

被災状況と一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況を集約 

◆中部運輸局と協議の上、周辺応援県の一次物資拠点候補施設から一次物資拠点を選定 

◆被災県災害対策本部の物資チームへの職員派遣 

◆被災県災害対策本部の物資チームへの派遣職員によって、被災県災害対策本部の物資チ

ームから物資調達状況および市町村からの支援物資要請に関する情報の収集 

◆被災県災害対策本部の物資チームへの派遣職員によって、被災県内の情報を周辺応援県

の応援本部の応援物資チームに情報提供 

◆周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営について被災県災害対策本部の物資チ

ームに派遣している職員を介して、被災県災害対策本部の物資チームに報告 

応援県 
トラック協会 
（応援物資チーム） 

◆周辺応援県の応援物資チームへの職員派遣※ 

◆周辺応援県の一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者

に要請し、その回答により当該施設の被災状況を把握し、周辺応援県へ連絡 

◆周辺応援県および中部運輸局による周辺応援県での一次物資拠点候補施設から一次物資

拠点の選定を支援 

◆活用可能なトラック、トラックの状況確認を協会員企業に要請 

◆トラックと運転手の確保を協会員企業に要請 

◆選定された周辺応援県での一次物資拠点の運営を協会員企業に要請 

◆周辺応援県の一次物資拠点から被災県の二次物資拠点または避難所までの支援物資の輸

送を協会員企業に要請 

応援県 
倉庫協会 
（応援物資チーム） 

◆周辺応援県の応援物資チームへの職員派遣※ 

◆周辺応援県の一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者

に要請し、その回答により当該施設の被災状況を把握し、周辺応援県へ連絡 

◆周辺応援県および中部運輸局による周辺応援県での一次物資拠点候補施設から一次物資

拠点の選定を支援 

◆周辺応援県での一次物資拠点の運営に必要な人材と資機材の確保を協会員企業に要請 

◆選定された周辺応援県での一次物資拠点の運営を協会員企業に要請 
※ 派遣する職員は下記の条件に合致する者： 

①保管・仕分け・輸送というトータルの物流システムを構築できる者 
②利用する公的施設の施設内養生のためのノウハウと資材調達ができる者 
③パレット・フォークリフト・車両などを調達できる者 

○被災県物資チームとしての役割 
◆周辺応援県での一次物資拠点の選定・開

設・運営時に追加して必要となる役割 
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4.1.3 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関の初動 
周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる可能性がある全ての機関は、中

部地域で震度 6 弱以上の地震発生により、自動的に行動を開始する。（表 4-2 参照） 
複数の県において震度６弱以上の地震が発生した場合、たとえば静岡、愛知、三重の沿岸

三県が同時に被災した場合は、中部運輸局は隣接運輸局とも連携し、岐阜県、長野県におけ

る周辺応援県での一次物資拠点の設置について調整する。 
また、関係する県、トラック協会、倉庫協会は各所管の一次物資拠点の被災状況の確認を

開始する。 
さらに、関係するトラック協会は、管内で活用可能なトラックの台数、運転手の人数を、

倉庫協会は、拠点管理に活用可能な資機材、人員数の確認を開始する。※ 
 

表 4-2 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関の初動 
機関 初動内容 

中部運輸局 

１．被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、広域的なインフラの状況）の確認（→

Ｐ．２０記載） 

２．被災県災害対策本部物資チームへの職員派遣 

３．被災県に必要な支援物資量と一次物資拠点の必要規模の算定（→Ｐ．２３記載）

関係する県 

１．「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点

の必要規模を算定 

２．一次物資拠点候補施設の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その回

答により当該施設の被災状況を把握（→Ｐ．３３記載） 

関係する 
トラック協会※ 

１．周辺応援県応援対策本部の応援物資チームへ派遣する職員の選定 

２．一次物資拠点候補施設の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その回

答により当該施設の被災状況を把握（→Ｐ．３３記載） 

３．トラックと運転手の被災状況を確認を協会員企業に要請するとともに、活用可

能なトラックと運転手を確保 

関係する 
倉庫協会※ 

１．周辺応援県応援対策本部の応援物資チームへ派遣する職員の選定 

２．一次物資拠点候補施設の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その回

答により当該施設の被災状況を把握（→Ｐ．３３記載）  

３．施設および人材、資機材の被災状況の確認を協会員企業に要請するとともに、

倉庫の空きスペースと活用できる人材、資機材を確保 

※）トラック協会、倉庫協会の初動内容については、次年度以降にとりきめる 
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4.1.4 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に携わる機関の連絡方法 
災害発生時に周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に携わる機関が速やかに連携を

とるために、県間の連絡表を平成 25 年 3 月までに電子ファイル（使用するアプリケーションは

Microsoft Excel）で作成しておく。連絡表に記載する項目を表 4-3 に示す。 
連絡方法は、平常時と災害発生時の２つに分けて連絡表に記載する。 
なお、災害発生時の担当者は優先順位をつけて複数記載する。 
災害発生時の連絡方法は連絡表に記載してある方法の中から使用可能な方法で連絡をとる。連

絡表に連絡先を記載する機関は、県（支援物資物流担当部署）、中部運輸局とする。別添１に連

絡表を示す。 
作成した連絡表は県（支援物資物流担当部署）、中部運輸局がそれぞれ保管しておく。なお、

各機関は連絡表を電子ファイルで管理するとともに、災害発生時の停電や機器の破損によって電

子ファイルが使用不可となる場合を想定し、電子ファイルと同様の内容を紙でも管理する。 
また、毎年４月に、各県担当者が変更の有無を確認して、最新の連絡表を中部運輸局に連絡す

る。中部運輸局は、最新の各県の連絡表を統合し、各県の連絡表を更新し、各県に配布する 
表 4-3 連絡表の記載項目 

機関名 機関の名称および部署名 
担当者氏名 平常時の担当者の氏名 
固定電話番号 平常時の担当者（もしくは担当部署）直通の固定電話番号 
FAX 番号 平常時の担当者（もしくは担当部署）が使用している FAX 番号 

平常時連絡先 

E-mail アドレス 平常時の担当者の E-mail アドレス 
担当者氏名 災害発生時の担当者の氏名 
固定電話番号 災害発生時の担当者（もしくは部署）直通の固定電話番号 
携帯電話番号 災害発生時の担当者の携帯電話番号 

（夜間に災害が発生した場合、担当者に連絡可能な携帯電話番号） 
衛星電話番号 災害発生時の担当者に連絡可能な衛星電話番号 
FAX 災害発生時の担当者（もしくは担当部署）が使用している FAX 番号 

災害発生時連絡先 

（優先順位をつけ

て複数記載） 

E-mail アドレス 災害発生時の担当者に連絡可能な E-mail アドレス 

 
4.2 周辺応援県での一次物資拠点候補施設情報の保有 
「2.2 一次物資拠点候補施設情報の保有」を参照とする。 

 
4.3 周辺応援県での一次物資候補施設の被災状況確認の準備 
「2.3 一次物資拠点候補施設情報の被災状況の確認の準備」を参照とする。 

 
4.4 一次物資拠点候補施設の必要規模算定の準備 
「2.4 一次物資拠点候補施設の必要規模算定の準備」を参照とする。 
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4.5 協定の締結 
県、トラック協会、倉庫協会間で、表 4-4 に示す周辺の他県が被災した際の支援物資物流の応

援について協定を締結する。また、根幹となる事項のほか、具体的な行動事項や様式などについ

ても細目として取り決める。 
表 4-4 県とトラック協会、倉庫協会が取り決める項目 

他県への応援に関

して 

県が被災した他の県への応援を行う場合には、自県が被災した場合の行動に

準じて他の県への応援を行う。 

※自県が被災した場合の行動は「2.6 協定の締結」参照 
 



31 

5. 災害時対応（周辺応援県での一次物資拠点） 

周辺応援県での一次物資拠点候補施設から一次物資拠点を選定し、開設、運営までを円滑に行

う必要がある。以下に一次物資拠点の選定・開設・運営の流れを示すとともに本規程に記載する

項目を示す。（図 5-1 参照） 

①周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営の体制について 

②周辺応援県での一次物資拠点の選定ついて 

③周辺応援県での一次物資拠点の開設について 

④周辺応援県での一次物資拠点の運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 災害時の物資拠点運営までの流れ 

 
5.1 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 
周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる機関は、中部運輸局、周辺応援県と

なる可能性を有する関係する県、トラック協会、倉庫協会とする。各機関は、中部地域で震度 6
弱以上の地震発生により、表 5-1 に示す行動を開始する。 

表 5-1 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営の体制と各機関の行動 
機関 行動 

中部運輸局 ・被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、広域的なインフラの状況）の確認 
・被災県災害対策本部物資チームへの職員派遣 
・被災県に必要な支援物資量と一次物資拠点の必要規模の算定 

関係する県 ・「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と一次物資拠点

の必要規模を算定 
・一次物資拠点候補施設の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その

回答により当該施設の被災状況を把握 
関係する 

トラック協会 

・周辺応援県応援対策本部の応援物資チームへ派遣する職員の選定 
・一次物資拠点候補施設の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その

回答により当該施設の被災状況を把握 
・トラックと運転手の被災状況を確認を協会員企業に要請するとともに、活用

可能なトラックと運転手を確保 
関係する 

倉庫協会 

・周辺応援県応援対策本部の応援物資チームへ派遣する職員の選定 
・一次物資拠点候補施設の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その

回答により当該施設の被災状況を把握 
・施設および人材、資機材の被災状況の確認を協会員企業に要請するとともに、

活用できる人材、資機材を確保 

①周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営の体制 

②周辺応援県での一次物資拠点の選定 

(1)被災状況の確認

(2)必要規模の算定

(3)物資拠点の選定

③周辺応援県での一次物資拠点の開設 

③周辺応援県での一次物資拠点の運営 
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5.2 周辺応援県での一次物資拠点の選定 
周辺応援県での一次物資拠点を選定するためには、地震・津波、周辺応援県での一次物資拠点

候補施設の状況、民間物流事業者の状況、インフラの状況を確認する。 
次に想定される避難者に対応するための、周辺応援県での一次物資拠点の必要規模を算定する。

被災状況の確認結果と必要規模の算定結果を踏まえて、周辺応援県での一次物資拠点候補施設か

ら一次物資拠点を選定する。 
 

5.2.1 周辺応援県の被災状況の確認 
(1) 入手する情報 

災害発生時に周辺応援県での一次物資拠点施設を選定するために、地震・津波の状況、一

次物資拠点候補施設の状況、民間物流事業者の状況、インフラの状況に関する情報を入手し、

被災状況を確認する。それぞれの情報を入手する応援物資チームの担当者と情報入手方法を

示す。（表 5-2 参照） 
表 5-2 入手する情報とその入手方法 

入手する情報 応 援 物 資 チ

ーム担当者 

情報入手方法 

地震・ 

津波 

市町村毎の

震度、津波浸

水域 

周辺応援県

職員 
・周辺応援県職員は気象庁から最新の市町村毎の震度、津波浸水域

の情報を入手する。 
・物資チームより被災県の被災状況に関する情報を入手する。 

公
的
施
設 

施設の使用

可否、使用可

能面積、被災

状況 

周辺応援県

職員 
・周辺応援県職員は、周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的

施設）の被災状況の確認を当該施設の管理者に要請し、その回答

により当該施設の被災状況を把握する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 

一
次
物
資
拠
点
候
補
施
設
の

状
況 

民
間
施
設 

施設の使用

可否、供出可

能面積、被災

状況 

応援県トラ

ック協会派

遣職員、応援

県倉庫協会

派遣職員 

・応援県トラック協会派遣職員と応援県倉庫協会派遣職員は、周辺

応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況をそれ

ぞれの協会に確認する。  
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 
トラック、ト

ラック運転

手の被災状

況 

応援県トラ

ック協会派

遣職員 

・応援県トラック協会派遣職員は、使用できるトラック台数と輸送

に携われる運転手の人数を応援県トラック協会に確認する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 

民間物流 

事業者 

の状況 

一次物資拠

点運営要員、

資機材の被

災状況 

応援県倉庫

協会派遣職

員 

・応援県倉庫協会派遣職員は、運営に携われる人材の人数と使用で

きる資機材（フォークリフト、パレット、カーゴ）量を応援県倉

庫協会に確認する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 
インフラ 

の状況 

啓開状況 
被災状況 

周辺応援県

職員 
・周辺応援県職員は、周辺応援県内のインフラの状況について、周

辺応援県応援本部に集約されている情報を定期的に入手する。 
・周辺応援県職員は広域的なインフラの状況について確認を中部運

輸局に要請し、その回答により情報を入手する。 
・連絡手段は、E-mail、FAX、電話（衛星電話、固定電話）のうち、

使用可能な手段を用いる。 
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(2) 確認方法 

地震・津波、周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設・民間施設）の状況、民間

物流事業者の状況、インフラの状況の確認は以下のように実施する。 
 

1) 地震・津波 

周辺応援県の市町村別の被災状況（震度・津波浸水域）の確認は、応援物資チームの周

辺応援県職員が主体となって気象庁から最新の市町村毎の震度、津波浸水域の情報を入手

し、応援物資チームで情報を確認する。 
入手した情報は適宜、民間物流事業者へ伝達する。 
 

2) 周辺応援県一次物資拠点候補施設（公的施設）の状況 

周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）の状況の確認は、応援物資チームが、

周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者に連絡して、確認する。 
周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者は、事前に配布されている

施設被災状況チェックシート（別添２）のチェック項目に沿って当該施設の被災状況を確

認する。周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）の管理者は、確認した結果を

応援物資チームに連絡する。なお、応援物資チームは、周辺応援県での一次物資拠点候補

施設（公的施設）の管理者から連絡がない場合は、周辺応援県での一次物資拠点候補施設

（公的施設）の管理者に連絡し、連絡が取れない場合は、一次物資拠点の候補から外す。 
周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）の被災状況チェック項目の連絡方法

は、E-mail が使用可能な場合、周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）の管

理者が、チェックした内容をチェックシートの電子ファイル（使用するアプリケーション

は Microsoft Excel）に入力し、応援物資チームへの E-mail とする。 
E-mail が使用困難で FAX 通信が可能な場合、周辺応援県での一次物資拠点候補施設の

管理者は記入した施設被災状況チェックシートを応援物資チームに FAX する。 
FAX通信が困難な場合には周辺応援県での一次物資拠点候補施設の管理者は携帯電話、

固定電話、衛星電話でチェック項目の内容を口頭で応援物資チームに連絡する。被災状況

が不明瞭な場合には、一次物資拠点の候補から外す。 
応援物資チームは、一次物資拠点候補施設（公共施設）と一次物資拠点候補施設（民間

施設）の被災状況を集約する。 
 

3) 周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の状況 

周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の状況の確認は、応援物資チームが

応援県トラック協会、応援県倉庫協会に連絡し、各協会が施設を管理している民間物流事

業者に連絡して行う。 
周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者は、事前に配布されている

施設被災状況チェックシート（別添２）のチェック項目に沿って当該施設の被災状況を確

認する。周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者は、確認した結果を

所属する応援県各協会に連絡する。 
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応援県各協会は周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の被災状況結果をと

りまとめて、応援物資チームに連絡する。なお、応援県各協会は、周辺応援県での一次物

資拠点候補施設（民間施設）の管理者から連絡がない場合は、周辺応援県での一次物資拠

点候補施設（民間施設）の管理者に連絡し、連絡が取れない場合は、一次物資拠点の候補

から外す。 
周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の状況チェック項目の連絡方法は、

E-mail が使用可能な場合、周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理者

が、チェックした内容をチェックシートの電子ファイル（使用するアプリケーションは

Microsoft Excel）に入力し、周辺応援県の各協会への E-mail とする。 
E-mail が使用困難で FAX 通信が可能な場合、周辺応援県での一次物資拠点候補施設の

管理者は記入した施設被災状況チェックシートを周辺応援県の各協会に FAX する。 
FAX 通信が困難な場合には周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）の管理

者は携帯電話、固定電話、衛星電話でチェック項目の内容を口頭で所属する応援県各協会

に連絡する。被災状況が不明瞭な場合には、一次物資拠点の候補から外す。 
応援県各協会はそれぞれの結果をとりまとめて、上記のいずれかの方法で応援物資チー

ムに連絡する。 
 

4) 民間物流事業者の状況 

民間物流事業者の状況の確認は、応援物資チームが応援県トラック協会、応援県倉庫協

会に連絡し、両協会員企業の民間物流事業者に連絡して行う。 
応援県トラック協会は、使用できるトラック台数と輸送に携われる運転手の人数の確認

を協会員企業に要請する。要請を受けた協会員企業は使用できるトラック台数と輸送に携

われる運転手の数を確認し、応援県トラック協会に連絡する。応援県トラック協会は、協

会員企業からの回答を集約して、応援物資チームに連絡する。 
応援県倉庫協会は、運営に携われる人材の人数と使用できる資機材（フォークリフト、

パレット、カーゴ）量の確認を協会員企業に要請する。要請を受けた協会員企業は、運営

に携われる人材の人数と使用できる資機材（フォークリフト、パレット、カーゴ）量を確

認し、応援県倉庫協会に連絡する。応援県倉庫協会は、協会員企業からの回答を集約して、

応援物資チームに連絡する。 
 

5) インフラの状況 

インフラの状況確認は、周辺応援県応援本部に集約している情報を定期的に入手する。

応援物資チームは入手した情報を、適宜周辺応援県での一次物資拠点を運営している民間

物流事業者に連絡する。 
特に、輸送に最も重要となるインフラである道路の啓開状況の確認は、中部地方整備局

やＮＥＸＣＯに定期的に確認する。 
周辺応援県応援本部に集約できていない広域的なインフラの状況確認は、応援物資チー

ムが中部運輸局に確認を要請し、その回答により情報を得る。 



35 

しかし、市町村道など、管理者を通じて通行情報を把握できない道路は、Ｗｅｂ上で公

開される「通行実績・通行止情報」（民間自動車メーカ等が取得した実際の車両の走行実

績）を用いて、通行情報を確認する。 
 

5.2.2 周辺応援県での一次物資拠点の必要規模の算定 
応援物資チームは物資拠点必要規模算定シートに災害発生時間帯と周辺応援県内の市町村の

被災有無を入力して、周辺応援県に必要な支援物資量と一次物資拠点の必要規模を算定する。（物

資拠点必要規模算定シートへの使用方法は「3.2.2 一次物資拠点の必要規模算定」を参照） 
被災県の応援に使用できる周辺応援県の一次物資拠点の規模は、使用できる周辺応援県の一次

物資拠点候補施設の規模から、周辺応援県の一次物資拠点の必要規模を除き算定する。 
 

5.2.3 周辺応援県での一次物資拠点施設の選定 
応援物資チームは、施設の立地状況、確認した被災状況および算定した周辺応援県での一次物

資拠点の必要規模、被災県の応援に使用できる周辺応援県での一次物資拠点の規模を踏まえて、

表 5-3 に示す選定の基準より応援物資チーム内の協議によって、一次物資拠点候補施設から一次

物資拠点を選定する。 
表 5-3 選定の基準 

選定の基準Ⅰ 公的施設を優先に選定 

優先順位 1 

周辺応援県での一次物資拠点候補施設（公的施設）から選定 
複数ある一次物資拠点候補施設（公的施設）から選定する必要がある場合には、選定の基

準Ⅱを比べて選定 
優先順位 1 では一次物資拠点の規模が十分でない場合は、優先順位 2 から選定 

 

優先順位 2 
周辺応援県での一次物資拠点候補施設（民間施設）から選定 
複数ある一次物資拠点候補施設（民間施設）から選定する必要がある場合には、選定の基

準Ⅱを比べて選定 
選定の基準Ⅱ 条件が有利な施設を優先に選定 

施設の条件 1 使用可能なスペースが大きい施設 
施設の条件 2 被災地周辺の高速 IC から近く、遠方からのアクセス性が高い施設 
施設の条件 3 幹線道路に面している、もしくは幹線道路からのアクセス性が優れた施設 
施設の条件 4 被災地（または二次物資拠点）に近い施設 
施設の条件 5 フォークリフト等の荷役に使用する資機材が十分に確保できる施設 
施設の条件 6 トラックバース（荷下ろし、荷積みに使用できるスペース）が多い施設 

 

施設の条件 7 一次物資拠点として速やかに開設できる施設 
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5.3 周辺応援県での一次物資拠点の開設 
周辺応援県での一次物資拠点を運営するために、被災県災害対策本部の物資チームに職員を派

遣する。周辺応援県での一次物資拠点（公共施設）を運営するために必要な人材、資機材を手配

する。 
また、周辺応援県での一次物資拠点に選定した施設の管理者に選定結果の連絡および周辺応援

県での一次物資拠点開設を要請する。 
 

5.3.1 災害対策本部への職員派遣 
応援物資チームは、被災県から応援要請を受けた後に、応援物資チームの周辺応援県の職員を

被災県災害対策本部の物資チームに派遣する。 
 

5.3.2 必要な人材、資機材の手配 
応援物資チームは、周辺応援県での一次物資拠点（公的施設）の運営に必要な人材、資機材の

手配を倉庫協会員企業に要請する。 
要請を受けた応援県倉庫協会員企業は、周辺応援県での一次物資拠点（公的施設）の運営に必

要な人材、資機材を手配し、配備の目途（送り届けられる人材、資機材の量、送り届けられる日

時）を応援物資チームに連絡する。 
 

5.3.3 選定結果の連絡と開設の要請 
応援物資チームは、周辺応援県での一次物資拠点として選定した旨を当該施設の管理者に連絡

する。合わせて、周辺応援県での一次物資拠点の運営に必要な人材、資機材の配備の目途（送り

届けられる人材、資機材の量、送り届けられる日時）を当該施設の管理者に連絡する。 
 

5.3.4 開設の連絡 
周辺応援県での一次物資拠点の運営を要請された民間物流事業者は、運営に必要な人材や資機

材が揃い、開設の準備が整い次第、当該施設が周辺応援県での一次物資拠点として稼働可能にな

った旨を物資チームに連絡する。 
応援物資チームは、物資チームに周辺応援県での一次物資拠点が開設できた旨を連絡する。 
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5.4 周辺応援県での一次物資拠点の運営 
応援物資チームからの要請を受けた民間物流事業者が周辺応援県での一次物資拠点を運営す

る。 
また、物資チームおよび応援物資チームは周辺応援県での一次物資拠点を運営する民間物流事

業者とともに支援物資物流を実施する。 
 

5.4.1 周辺応援県での一次物資拠点の運営業務 
応援物資チームから要請を受けた民間物流事業者は表 5-4 に示す業務を実施して、周辺応援県

での一次物資拠点を運営する。 
表 5-4 周辺応援県での一次物資拠点選定までの流れ 

1 
応援物資チームから届く支援物資の輸送情報（品目、量、到着予定日時）に基づく受入

準備 

2 
到着した支援物資の荷下ろし、荷さばき、検品、入庫（ロケーション、在庫入力）、到

着情報の応援物資チームへの連絡 

3 
応援物資チームから届く支援物資要請情報（品目、量、届け先） に基づく出庫作業（在

庫引当、ピッキング、出荷荷揃え） 
4 トラック到着確認 
5 トラック積み込み、出庫、在庫引落、出庫情報の応援物資チームへの連絡 

6 
支援物資要請情報の在庫が不足している場合、応援物資チームに手配を要請（他の一次

物資拠点の在庫確認要請） 
7 応援物資チームとの在庫情報の照合 
8 周辺応援県での一次物資拠点で滞留物資が発生した場合、応援物資チームに処理を要請

9 
周辺応援県での一次物資拠点の運営に携わる人材や資機材が不足する場合、応援物資チ

ームに追加を要請 
10 他、付随する業務 
 

5.4.2 周辺応援県での一次物資拠点の監督業務 
物資チームは、表 5-5 に示す業務を、応援物資チームは表 5-6 に示す業務を実施し、周辺応援

県での一次物資拠点を運営する民間物流事業者とともに支援物資物流を実施する。 
表 5-5 周辺応援県での一次物資拠点の監督業務（物資チーム） 

1 
「物資調達シート」を使用して、内閣府へ支援物資の調達を要請し、内閣府から支援物

資の調達状況についての回答受け取り 
2 被災県内の各市町村からの支援物資の要請内容のとりまとめ 

3 
周辺応援県から物資チームに派遣されている職員を介して、支援物資の輸送情報（品目、

数量、到着予定日時）および市町村からの支援物資の要請情報（品目、量、届け先） 
4 他、付随する業務 
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表 5-6 周辺応援県での一次物資拠点の監督業務（応援物資チーム） 

1 
支援物資の輸送情報（品目、数量、到着予定日時）および市町村からの支援物資の要請

情報（品目、量、届け先）を被災県災害対策本部の物資チームへの派遣職員から受取 

2 
周辺応援県での一次物資拠点の運営担当に支援物資の輸送情報（品目、数量、到着予定

日時）および市町村からの支援物資要請情報（品目、量、届け先）を連絡  

3 

周辺応援県での一次物資拠点の運営担当から連絡を受けた一次物資拠点の運営スケジ

ュールをもとに、周辺応援県での一次物資拠点から被災県の二次物資拠点への支援物資

の輸送をトラック協会の協会員企業に要請 
4 周辺応援県での一次物資拠点の運営担当から支援物資到着情報の連絡受け取り 
5 市町村からの支援物資要請をもとに在庫引当 
6 周辺応援県での一次物資拠点の運営担当からの出庫情報の連絡をもとに在庫引落 
7 周辺応援県での一次物資拠点の在庫情報との照合 

8 
周辺応援県での一次物資拠点の運営担当からの資機材や人材の要請を受けて、トラック

協会や倉庫協会に資機材や人材を追加要請 
9 周辺応援県での一次物資拠点で滞留物資が発生した時の対処方法の決定と連絡 
10 周辺応援県での一次物資拠点として使用している施設の維持管理（必要に応じて改修）

11 周辺応援県での一次物資拠点の電力などのライフラインの維持確保 
12 他、付随する業務 
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6. 災害時の中部運輸局の役割 

6.1 被災県内での一次物資拠点の選定・開設・運営における役割 
6.1.1 一次物資拠点の選定・開設・運営に関する初動 

中部運輸局は、各県の災害対策本部設置基準によって、行動を開始する。（表 6-1 参照） 
表 6-1 一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる初動 

初動内容 

・物資チームへの職員派遣 
・被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、広域的なインフラの状況）の確認 
・一次物資拠点規模算定シートを用いて、必要となる支援物資量と一次物資拠点の必要規
模を算定 

（被災県内での一次物資拠点では規模が不足することが確認された場合、周辺応援県での一次物資拠点選

定を開始） 

 
6.1.2 物資チーム内における役割 

災害発生時に中部運輸局は、物資チームに参画し、以下のような役割を担当する。（表 6-2

参照） 

特に、被災県内での一次物資拠点では規模が不足することが確認された場合、周辺応援県

での一次物資拠点選定を開始する。その際には、中部運輸局は隣接運輸局とも連携し、周辺

応援県での一次物資拠点の設置について調整する。 

表 6-2 物資チーム内における役割 
主な役割 

・広域的なインフラの被災状況や港湾，鉄道，道路などの通行状況の情報収集と情報提供 

・被災県内での一次物資拠点では規模が不足することが確認された場合、周辺応援県での一次物資拠点選

定を開始 

 
(1) 広域的なインフラの被災状況の確認 

中部運輸局は、被災県災害対策本部に集約できていない広域的なインフラの被災状況の確

認を行う。 
 

(2) 周辺応援県での一次物資拠点の選定 

中部運輸局は、物資チームとともに、一次物資拠点必要規模算定シートを用いて一次物資

拠点の必要規模を算定する。 
次に、一次物資拠点必要規模算定シートで算定した使用可能な一次物資拠点候補施設の面

積をもとに、被災県内での一次物資拠点のみで対応可能か否かを確認する。被災県内の一次

物資拠点のみでは規模が不足する事が確認された場合には、中部運輸局は、被災県からの要

請に基づき、周辺応援県での一次物資拠点の選定を開始する。 
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6.2 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営における役割 
6.2.1 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関する初動 
中部運輸局は、中部地域で震度 6 弱以上の地震発生により、表 6-1 に示す行動を開始する。 

表 6-1 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる初動 
初動内容 

・被災状況（市町村毎の震度、津波浸水域、広域的なインフラの状況）の確認 
・物資チームへの職員派遣 
・被災県に必要な支援物資量と一次物資拠点の必要規模の算定 

 
6.2.2 物資チーム内における役割 

中部運輸局は、周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営を円滑に行うため以下の

役割を担当する。（表 6-2 参照）たとえば、複数の県において震度６弱以上の地震が発生し、

静岡、愛知、三重の沿岸三県が同時に被災した場合は、中部運輸局は隣接運輸局とも連携し、

岐阜県、長野県における周辺応援県での一次物資拠点の設置について調整する。 
表 6-2 周辺応援県での一次物資拠点の選定・開設・運営に関わる役割 

主な役割 

・「物資拠点必要規模算定シート」を用いて、必要な支援物資量と被災県内での一次物資拠点の必要規模を算

定 

・広域的なインフラの被災状況や港湾，鉄道，道路などの開通状況の情報収集と情報提供 

・中部９県１市の「災害時等の応援に関する協定」を踏まえて、周辺応援県を決定し、決定した周辺応援県を

被災県に連絡 

・周辺応援県と協議の上、周辺応援県での一次物資拠点を選定 

 
(1) 被災県内での一次物資拠点の必要規模の算定 

中部運輸局は、一次物資拠点必要規模算定シートを用いて一次物資拠点の必要規模を算定

する。 
 

(2) 広域的なインフラの被災状況の確認 

中部運輸局は、被災県災害対策本部に集約できていない広域的なインフラの状況確認を行

う。 
 

(3) 周辺応援県の決定 

中部運輸局は、中部９県１市の「災害時等の応援に関する協定」を踏まえて、周辺応援県

を決定し、決定した周辺応援県を被災県に連絡する。 
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(4) 周辺応援県での一次物資拠点の選定に関わる役割 

中部運輸局は、複数の県において震度６弱以上の地震が発生し、隣接運輸局とも連携し、

周辺応援県での一次物資拠点の設置について調整する。中部運輸局は、周辺応援県や被災県、

隣接運輸局と連絡を取りながら、周辺応援県での一次物資拠点を選定する。（図 6-1 参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-1 周辺応援県での一次物資拠点の選定の流れ 

 
1) 被災状況の確認 

中部運輸局は、震度分布、津波浸水域から被災県の被災状況を確認し、周辺応援県での

一次物資拠点の必要性を判断する。管内各県、隣接運輸局との連絡体制を確立する。また、

確認した被災県の被災状況を周辺応援県の応援物資チームに連絡する。 
 

2) 周辺応援県での一次物資拠点候補施設の状況確認 

中部運輸局は、周辺応援県応援本部の応援物資チームに周辺応援県の一次物資拠点の被

災状況と被災県の応援に使用できる周辺応援県の一次物資拠点の規模を確認する。 
 

3) 周辺応援県での一次物資拠点の必要規模の算定 

中部運輸局は、被災状況、周辺応援県での一次物資拠点候補施設の状況を踏まえて、周

辺応援県での一次物資拠点の必要規模を算定する。 
 

4) 周辺応援県での一次物資拠点施設の選定 

中部運輸局は、被災状況、一次物資拠点の必要規模の算定を踏まえて、周辺応援県と協

議の上、応援県での一次物資拠点を選定する。 
 

被災県 周辺応援県国土交通省 中部運輸局

③手順３：一次物資拠点の必要規模算定

連絡
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物資拠点の運営
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④手順４：周辺応援県での一次物資拠点の選定

職員派遣

物資拠点の必要規模の算定

周辺応援県内の被災状況の確認

②手順２：周辺応援県での一次物資拠点候補施設の
状況確認
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①手順１：被災状況の確認
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 参考－1

別添１ 連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参考－2

別添２ 一次拠点候補施設情報管理シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参考－3

別添３ 施設被災状況チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参考－4

別添４ 避難者数想定シート 
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